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賃金カーブ維持分4,500円または、
定期昇給維持分に設定

　中小労働者の賃金低下水準に歯止めをかけ格差拡大を阻止するため、今後交渉し解決をめざす
組合に対し、「妥結ミニマム基準額」を設定しました。
　未解決組合は、「妥結ミニマム基準」や集計結果を参考に、組合員の期待に応える回答の引き
出しと賃金水準の改善に結びつく解決をめざそう。

◆ 2009春季生活闘争　連合新潟妥結ミニマム基準額

4月3日現在で294組合が要求し、回答または妥結したのは109組合です。およそ6割の組合が現在も交渉を継続して闘っています。
このうち、要求集計が可能な組合は188組合、妥結集計が可能な組合は32組合で、状況は次のとおり。

2009春季生活闘争　賃金引上げ妥結状況（連合新潟・4月3日現在）

平均賃上げ　4,705円　1.71％
　　　　　　（昨年比　－233円　－0.02％）

産別・業種別 組合数
（要求数）

2009要求・妥結の（加重平均）＊空白は妥結前

要求額 要求率 妥結額 妥結率 昨年額 昨年率

【産　別】

ＵＩゼンセン同盟 9（ 39） 8,978 3.55 4,726 1.81 4,569 1.75

自動車総連 0（ 26） 5,502 2.54

ＪＡＭ新潟 13（ 47） 7,849 3.04 4,840 1.77 5,178 1.89

基 幹 労 連 1（  2） 7,858 2.98 2,862 1.00 5,835 2.00

ＪＥＣ連合 0（  5） 8,559 2.58

紙 パ 連 合 3（  3） 6,163 2.23 4,775 1.73 4,775 1.73

交 通 労 連 4（ 46） 5,476 2.63 1,643 0.72 1,530 0.67

私 鉄 総 連 0（  1） 11,300 5.20

産別・業種別 組合数
（要求数）

2009要求・妥結の（加重平均）＊空白は妥結前

要求額 要求率 妥結額 妥結率 昨年額 昨年率
ＪＲ 総 連 2（  3） 12,257 3.92 6,503 1.98 7,397 1.99

全 国 一 般 0（ 11） 9,223 4.12 2,926 1.24 3,821 1.65

サービス・流通連合 0（  2） 2,340 0.89 3,003 1.13 3,319 1.26

全 体 32（188） 8,058 3.14 4,755 1.71 4,988 1.73

【業種別】

製 造 業 21（ 81） 7,701 3.00 4,578 1.71 4,844 1.79

商 業 流 通 5（ 37） 7,791 3.08 4,947 1.87 4,804 1.82

交 通 運 輸 6（ 49） 9,326 3.45 4,870 1.56 5,425 1.54

そ の 他 0（ 21） 8,869 3.76

生活・雇用を守れ！　3.28中小総決起集会で決意表明

UIゼンセン同盟 上松輝夫さん 基幹労連 新村栄さん JEC連合 石黒稔さん

平均賃上げ　4,705円　1.71％
　　　　　　（昨年比　－233円　－0.02％）
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年齢別の最低賃金をクリアーしよう年齢別の最低賃金をクリアーしよう

要求・回答・妥結状況は
連合新潟ホームページで http://www.jtuc-rengo.jp/niigata/

グラフの説明と年齢別最低賃金の考え方
○ 連合新潟に加盟する67組合の中小労働組合（男性4,563人　女性961人）の平均賃金
○ データは5,524人で平均年齢40.5歳、平均勤続16.5年、平均賃金251,655円
○ 連合新潟では、この調査結果から8つの年齢ポイント（18歳、20歳、25歳、27歳、30歳、35歳、40歳、45歳）の最低賃
金を設定
○ 年齢別最低賃金額の設定は、各年齢における第1十分位に該当する賃金を物価上昇に見合う改善として＋1.5％を引き上
げた額、もしくは連合本部が提示した「ブロック別賃金指標」を加味した上で、08年度設定額を下回らない額を計上
○ 平均賃金は、時間外手当・休日出勤手当・交替勤務手当・通勤手当を除き、毎月決まって支払われる所定内時間賃金

（単位：千円）

18歳 20歳 25歳 27歳 30歳 35歳 40歳 45歳

最低賃金額 150 156 170 176 185 200 210 220

第9十分位 167.4 176.1 213.0 225.7 248.5 287.6 328.5 350.5

平 均 賃 金 159.8 167.0 195.0 200.2 213.2 237.8 265.5 279.8

設定は「最低でもこの金額を上回ろう」とする賃金です。同じ職場で働く非正社員のみなさんの賃金も底上げし
ましょう。

すべての労働組合が取り組むべき運動課題です。
組合員の労働条件改善のため、がんばりましょう！
・ パート労働者なども含めた全従業員を対象に賃金をはじめと
する処遇改善の取り組み
・ 全従業員対象の企業内最低賃金協定の締結と、その水準の引
き上げ
・ 長すぎる労働時間を是正するための総実労働時間短縮への取
り組み
・ 時間外・ 休日労働の割増率引上げ

◆ 連合新潟ミニマム運動課題


